
川内原子力発電所１，２号炉の
運転期間延長認可の概要

令和６年１月12日
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設置変更許可※１

工事計画認可※１
現場に

おける工事等

新規制基準適合性に係る審査

運転期間延長認可に係る審査 運転期間延長認可※２
申
請 認

可

認
可

許
可

工事計画認可が前提

※２：運転期間の延長の審査基準に基づき審査

保安規定変更に係る審査

H25.7.8

申
請

H26.9.10

R4.10.12

使用前検査

（工事の工程ごとに検
査実施）

定期事業者検査

検査関係

１号：H27.3.18
２号：H27.5.22

※１：新規制基準に基づき審査
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川内１,２号炉における審査、検査の流れ
～新規制基準適合性に係る審査及び運転期間延長審査の関係～

※３：原子炉等規制法第43条の3の24条第2項
に基づき審査

（定期検査）

１号：平成23年５月10日～平成27年８月14日
２号：平成23年９月１日～平成27年10月21日

保安規定変更認可
※１

保安規定変更認可※３R4.10.12
申
請

認
可

20年間の運転期間の延長

長期施設管理方針の策定

R5.11.1
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申請の概要

川内１号炉 川内２号炉

運転開始日 1984年７月４日 1985年11月28日

４０年経過する日 2024年７月３日 2025年11月27日

延長する期間 ２０年 ２０年

６０年経過する日 2044年７月３日 2045年11月27日

運転期間延長認可の申
請日

（高経年化に係る保安
規定変更も同日）

申請 令和４年10月
12日
第１回補正 令和５年９月
13日
第２回補正 令和５年10月
６日

１号炉と同日に申請・補正

・川内１，２号炉の運転期間延長認可申請は、いずれも令和４年10月12日に提出され、その
後２回の補正を受け、令和５年11月1日に原子力規制委員会において認可
・延長する期間は、
１号炉：2044年７月３日まで（60年を経過する日まで）
２号炉：2045年11月27日まで（60年を経過する日まで）



申請の概要

• ４０年時点における設備の状態を詳細に
把握するためのもの

• 普段点検していない場所も含めて行う
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※１ 特別点検

劣化状況評価

長期施設管理方針

※２ 現状保全

• 日常的な点検や13か月に1回の定期事業
者検査

• 点検・検査を踏まえた機器の取替

・特別点検の結果も踏まえて劣化状況評価を実施
・劣化状況評価に基づき現状保全に追加すべき項目を長期施設管理方針として策定

評価対象機器・構造物の抽出

グルーピング・代表機器の選定

各部材の経年劣化事象の抽出

高経年化対策上着目すべき事象の抽出

健全性評価
（原子炉容器、原子炉格納容
器、コンクリートは特別点検
を踏まえた評価）※１

総合評価

現状保全の評価※２

• 現状の施設管理に追加すべき項目を長期
施設管理方針として策定



審査の経緯

（参考）審査会合における主な議題

回数 日付 議題

１ 令和４年11月15日（第1091回） 全体概要

２ 令和５年１月24日（第1107回） 特別点検

３ 令和５年３月14日（第1123回）
劣化状況評価（コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下、コンクリート構造物及び
鉄骨構造物）

４ 令和５年４月４日（第1131回） 劣化状況評価（原子炉容器の特別点検要領書における試験対象範囲図）

５ 令和５年６月１日（第1154回） 審査会合の指摘事項に対する回答

６ 令和５年７月18日（第1169回）
劣化状況評価（低サイクル疲労、中性子照射脆化、照射誘起型応力腐食割れ、２
相ステンレス鋼の熱時効、電気・計装設備の絶縁低下、コンクリート構造物）

７ 令和５年９月５日（第1182回） 審査会合の指摘事項に対する回答

○運転延長審査は、原子力規制委員が参加する審査会合を７回実施し、主要な議論を行うとともに、原
子力規制庁によるヒアリングを約３０回実施
○川内原子力発電所において、原子力規制委員による現地調査（令和5年4月）を実施した他、原子力
規制庁による現地確認（令和5年4月及び6月）を実施し、特別点検や施設管理の実施状況を確認
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主な審査内容

１，２号炉の設計及び工事の計画について、現時点で適用される実用発電用原子炉及びその附属
施設の技術基準に関する規則に適合するものとして認可がなされ、設計及び工事の計画が確定し
ていることを確認

１．工事計画認可について

原子炉容器の炉心領域部全ての母材及び溶接部の超音波探傷試験、原子炉格納容器の腐食状
況の目視試験、コンクリート構造物の圧縮強度試験等、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可
申請に係る運用ガイド」を踏まえて特別点検が適切に行われていることを確認。また、保安規定に
定める品質マネジメントシステム計画等に基づき、点検計画及び要領書の策定、要員の力量の確
認、測定機器の管理等が行われていることを確認

２．特別点検について（Ｐ８～１１）

低サイクル疲労、中性子照射脆化、照射誘起型応力腐食割れ、２相ステンレス鋼の熱時効、電気・
計装設備の絶縁低下、コンクリート構造物の強度低下等の劣化事象について、特別点検の結果を
踏まえた劣化状況評価が行われ、延長しようとする期間において「実用発電用原子炉の運転の期
間の延長の審査基準」（以下「審査基準」という。）の要求事項に適合することを確認

３．劣化状況評価について（Ｐ１２～２０）



運転延長認可申請について、審査の結果、本申請が原子炉等規制法第４３条の３の３２
第５項に規定する基準である実用炉規則第１１４条に適合しているものと認める。また、
保安規定変更認可申請について、審査の結果、本申請が原子炉等規制法第４３条の３
の２４第２項に規定する「核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発
電用原子炉による災害の防止上十分でないもの」等には該当しないと認める。

耐震安全上又は耐津波安全上着目すべき経年劣化事象（腐食による強度低下等）を考慮した上で、
地震発生時や津波襲来時の荷重に対する評価が行われ、延長しようとする期間において審査基準
の要求事項に適合することを確認

４．耐震・耐津波安全性評価について（Ｐ２１～２２）

劣化状況評価等の結果において施設管理に関する方針を定めるとした項目が、適切に抽出され保
安規定に定められていることを確認

５．施設管理に関する方針について（Ｐ２３）

審査結果
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※審査書全文は原子力規制委員会ホームページに掲載しています

「運転期間延長認可 審査結果」 １号炉 https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/RTS/300001574.html
２号炉 https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/RTS/300001575.html

「高経年化技術評価に係る保安規定変更認可 審査結果」 https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/RTS/300001573.html



特別点検の内容

コンクリート構造物

○コンクリート
・劣化事象：強度低下

遮蔽能力低下
・点検方法：コアサンプルによる

強度、遮蔽能力、
中性化、塩分浸透、
アルカリ骨材反応の
確認

原子炉格納容器 コンクリート構造物

ノズル
コーナー部

母材及び
溶接部

炉内
計装筒

原子炉容器

○母材及び溶接部
（炉心領域の１００％）
・劣化事象：中性子照射脆化
・点検方法：超音波探傷試験
○一次冷却材ノズルコーナー部
・劣化事象：低サイクル疲労
・点検方法：浸透探傷試験

渦流探傷試験
○炉内計装筒（全数）
・劣化事象：応力腐食割れ
・点検方法：目視確認

渦流探傷試験

原子炉格納容器

○原子炉格納容器鋼板
（接近できる点検可能範囲の全て）
・劣化事象：腐食
・点検方法：目視試験

これまでの運転に伴う劣化の状況の把握のため、通常の点検・検査
に追加して、広範囲かつ詳細な点検を要求
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特別点検 「原子炉容器」

母材及び溶接部
（炉心領域の１００％）

・中性子照射脆化に着目
・超音波探傷試験による欠陥の有
無の確認

炉内計装筒
（全数）

・応力腐食割れに着目
・目視試験及び渦流探傷試験による
欠陥の有無の確認

＜主な確認結果＞
○対象部位、着目する劣化事象、点検方法に基づき適切に行われていること
○保安規定の品質マネジメントシステム計画等に基づき、点検計画及び要領書の策定、要員の力量の確認、測定機
器の管理等が行われていること

○点検の結果、有意な欠陥は認められなかったこと

＜点検方法＞

一次冷却材ノズルコーナー部
（クラッドの状態を確認）

・疲労に着目
・渦流探傷試験による欠陥の有無の
確認

ECTプローブ

管内面ECT検査溶接部VT検査
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特別点検 「原子炉格納容器」

＜点検方法＞

・腐食に着目
・目視試験による塗膜状態の確認

＜主な確認結果＞
○対象部位、着目する劣化事象、点検方法に基づき適切に行われていること
○保安規定の品質マネジメントシステム計画等に基づき、点検計画及び要領書の策定、要員の力量の確認、測定機器
の管理等が行われていること
○点検の結果、有意な塗膜の劣化や腐食は認められなかったこと



特別点検 「コンクリート構造物」

＜主な確認結果＞
○対象部位、着目する劣化事象、点検方法に基づき適切に行われていること
○保安規定の品質マネジメントシステム計画等に基づき、点検計画及び要領書の策定、要員の力量の確認、測定機器
の管理等が行われていること
○点検の結果、得られた測定値等は、劣化状況評価で使用していること

中性化深さ強度 遮蔽能力塩分浸透 アルカリ骨材反応
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＜点検方法＞

・強度低下及び遮蔽能力低下
に着目
・採取したコアサンプルによる
強度、中性化深さ、塩分浸
透、遮蔽能力、アルカリ骨
材反応の確認

内部コンクリート

原子炉補助建屋

原子炉建屋

タービン建屋
取水槽



プラントの運転開始から延長しようとする期間において、機器・構造物の健全性評価を行うとともに、現状の保全内容
が十分かどうか確認し、追加すべき保全策の必要性を検討する。
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劣化状況評価の考え方

現
状
の
保
全
で
十
分
か
否
か
を

比
較
検
討
し
、
長
期
施
設
管
理

方
針
に
反
映

６０年の使用期間を仮定した健全性評価

現状の保全内容（点検・検査、取替等）

特
性
・強
度

等
の
経
年
変
化

運転時間

経年変化が生じない
場合

×

×
許容値

長期間運転時点の評価値

経年変化の例
靭性低下
割れ発生
摩耗
減肉 等

×

×

経年変化を予測
解析による評価
監視デ－タに基づく評価
試験デ－タに基づく評価

現時点で
の評価値

交換等による
機能回復
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劣化状況評価の評価対象事象、評価事項

③照射誘起型応力腐食割れ

中性子の照射により、応力腐
食割れの感受性が高くなり、
ひび割れが発生する事象

⑤電気・計装設備の絶縁低下

電気・計装設備に使用されてい
る絶縁物が環境要因等で劣化し、
電気抵抗が低下する事象

⑥コンクリート構造物の強度低下

コンクリートの強度が、熱、放射線照射等に
より低下する事象。また、放射線の遮へい能
力が熱により低下する事象

④２相ステンレス鋼の熱時効

ステンレス鋳鋼が高温での長
期使用に伴い、靱性の低下を
起こす事象

①低サイクル疲労

温度・圧力の変化によって、大
きな繰り返し応力がかかる部
位に割れが発生する事象

②原子炉容器の中性子照射脆化

長期間にわたり原子炉容器に中
性子が照射されることにより、その
靱性が徐々に低下（脆化）する事
象

⑦耐震・耐津波安全性評価

耐震設計において、必要な構造・強度に影響する劣化事象を考
慮した評価
津波を受ける浸水防護施設の経年劣化事象を考慮した評価
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一次系の配管等は運転－停止に伴う加熱－冷却の熱サイクルにより繰り返し応力を受ける
容器と配管の接続部等、応力集中の大きい部位で、加熱－冷却の繰り返しによる疲労割れが発生する可能性がある。

＜主な確認結果＞
今後の熱サイクル回数の予測回数をこれまでの実績の1.5倍とした評価を行い、評価対象部位のすべてにおいて疲れ累
積係数が１を下回ること

熱サイクルによる疲労の発生
• 今後の熱サイクル回数（過渡回数）の予測は
実績の１．５倍以上となるよう設定

運転に伴う熱により
一次冷却系統が熱膨張

＜主な要求事項＞
健全性評価の結果、評価対象部位の疲れ累積係数（どの程度疲労が蓄積しているか、または将来することになるかを
示す指標）が１を下回ること

劣化状況評価 ①「低サイクル疲労」

配管等の伸びにより
容器と配管の接続部
などに応力発生



原子炉の運転に伴い、原子炉容器の材料である低合金鋼が中性子照射を受けることにより靭性（粘り強さ）が低下する。
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劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（１）

＜主な要求事項（１）＞
加圧熱衝撃評価の結果、原子炉圧力容器の評価対象部位において破壊靱性値が応力拡大係数を上回ること

＜主な確認結果＞

加熱衝撃試験の結果、原子炉容器の耐力の指標となる「破壊靱性値」は、設計基準事故及び重大事故等時に亀裂を進
展させようとする力の指標となる「応力拡大係数」を上回り、原子炉容器が破壊を起こさないこと

加圧熱衝撃評価の評価例

運転開始後６０年時点での予測される破壊靭性値と
応力拡大係数をすべての温度域で確認

加圧熱衝撃事象の評価

加圧された運転状態における事故の際に、非常

用炉心冷却系の作動に伴う冷却水の炉内注入

により原子炉圧力容器が冷却され、原子炉圧力

容器内外間の温度差により高い引張応力が容

器内面に発生する現象

加圧熱衝撃の評価では原子炉容器の耐力の

指標となる破壊靭性値（KIC）が、欠陥を想定した

上で亀裂を進展させようとする力の指標となる応

力拡大係数（ KI）を上回ることを確認する。

破壊靱性値

応力拡大係数



上部棚吸収エネルギーの評価

原子炉運転状態の温度領域（上部棚）において、原子炉容器

母材の粘り強さを示す指標（吸収エネルギー）が68Jを上回るか

どうか確認する。

68J以下の場合は、運転時の温度・圧力（供用状態）に応じた

亀裂進展評価を行う。

原子炉の運転に伴い、原子炉容器の材料である低合金鋼が中性子照射を受けることにより靭性（粘り強さ）が低下する。
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劣化状況評価 ②「原子炉容器の中性子照射脆化」（２）

＜主な要求事項（２）＞
原子炉圧力容器について以下を満たすこと。ただし、上部棚吸収エ
ネルギーの評価の結果、68J以上である場合は、この限りでない。
・延性亀裂進展性評価の結果、亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上
回ること
・亀裂不安定性評価の結果、亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等しい
状態で亀裂進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力の微小変化率
を上回ること
・欠陥深さ評価の結果、評価対象部位において母材厚さの75％を
超えないこと
・塑性不安定破壊評価の結果、塑性不安定破壊を生じないこと

＜主な確認結果＞
上部棚吸収エネルギー評価の結果、川内１号炉で164J、川内２号炉で202Jあり、判断基準の68Jを上回ること

表：母材の1/4t深さにおける関連温度※と

上部棚吸収エネルギーの予測値

対象炉

評価時期：運転開始後60年時点

関連温度
上部棚

吸収エネルギ－

川内１号炉 40℃ 164J

川内２号炉 24℃ 202J

※関連温度とは、高温側では柔らかく粘り強く、低温側では硬く
脆くなるという、鋼材の持つ性質が変わる温度のこと



原子炉の炉内構造物は、運転に伴う中性子照射量が一定の値を超えた場合、材料の組成、構造物にかかる応力、水
質・温度の環境の３つの条件が重なることにより、応力腐食割れが発生する可能性がある。

• 中性子照射量の大きい炉内構造物のステンレス鋼と
して、バッフルフォーマボルトが主な対象となっている。
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劣化状況評価 ③「照射誘起型応力腐食割れ」

＜主な要求事項＞
ステンレス鋼で中性子の照射量が多く、応力の高い構造物に対し、応力腐食割れが発生するかどうかを評価し、発生し
た場合を想定しても技術基準規則に適合すること

照射誘起型応力腐食割れの発生イメージ

応力腐食割れ

材料

応力

環境要因
（水質・温度）

中性子

高温水

ステンレス鋼

バッフルフォーマボルトの損傷予測結果

＜主な確認結果＞

照射誘起型応力腐食割れの発生予測方法に基づき、環境条件が最も厳しいバッフルフォーマボルトの損傷予測を行っ
た結果、運転開始後６０年時点の損傷予測本数は０本（管理損傷ボルト本数（全体の20%）以下）であり、安全に関わる機
能を維持できること

(第1169回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合資料１－３－１より抜粋)



一次冷却材管、弁・ポンプのケーシングに使用されている２相ステンレス鋼※は、原子炉の運転に伴い長期間高温にさら
されると材料の靱性（粘り強さ）が低下する
※２相ステンレス鋼：ステンレス鋼のうち、鋳造法で製造され、フェライト相とオーステナイト相の組織構造を有するもの

18

劣化状況評価 ④「２相ステンレス鋼の熱時効」

＜主な要求事項＞
あらかじめ欠陥を想定して亀裂進展評価及び不安定破壊評価を行っても、亀裂が貫通まで至らないこと及び不安定破
壊※しないこと

＜主な確認結果＞
熱時効による靱性低下が、使用年数によらずその材料の最大まで進行したと仮定
○亀裂進展評価の結果、初期欠陥を想定して60年後の亀裂の進展を想定しても、亀裂は貫通まで至らないこと
○不安定破壊評価の結果、貫通欠陥を想定しても、欠陥が拡大することはないこと

材料の熱時効が最大まで
進行したと仮定仮想欠陥

６０年分の
進展予測

亀裂進展評価

不安定破壊評価

６０年分の
進展予測結果

貫通想定
欠陥とする

欠陥が拡大
しないことを
確認

亀裂が貫通
しないことを確認

加熱－冷却
等の応力

※不安定破壊とは、亀裂が急速に進展し、機器、構造物が非常に短時間に破壊する現象をいう。
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＜主な確認結果＞
健全性評価の結果、電気計装設備は運転開始後60年まで、有意な絶縁低下が発生しないこと

健全性試験の手順

健全性試験の実施状況例
（熱＋放射線照射）

電気・計装設備は使用環境や設計基準事故、重大事故時の熱・放射線により絶縁性能が低下する可能性がある

劣化状況評価 ⑤「電気・計装設備の絶縁低下」

恒温槽内部

ケーブル

放射線源(コバルト60の線源を配置)

＜主な要求事項＞
設計基準事故及び重大事故等で機能が要求される電気・計装設備は、健全性試験による評価の結果、有意な絶縁低
下が生じないこと

健全性試験の手順

通常運転時相当の事前劣化処理
（熱＋放射線照射による加速劣化）

事故時相当の放射線照射

事故時相当の蒸気暴露

判定試験（耐電圧試験）

試験結果から絶縁低下
に至る時間を算出
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＜主な要求事項＞
コンクリート構造物の強度は、経年劣化事象の進行により設計強度を下回ることがないこと

コンクリートは、「熱」、「放射線」、「中性化」、「塩分浸透」、「機械振動」、「アルカリ骨材反応」、「凍結融解」等の経年劣
化事象により、強度が低下する可能性がある

＜主な確認結果＞
評価の結果、コンクリートの中性化深さは運転開始後６０年目においても、鉄筋が腐食し始める深さにならないこと

また、中性化以外の劣化事象についても特別点検の結果を踏まえ評価を行った結果、コンクリート構造物の強度は経年
劣化事象が進行しても設計強度を下回らないこと

コンクリート

CO2

CO2CO2

CO2CO2

CO2
CO2

CO2

CO2

CO2CO2

CO2CO2

CO2
CO2

CO2

コンクリートコアより
中性化領域を測定

鉄筋腐食の
可能性を判断

評価の一例：中性化による強度低下

劣化状況評価 ⑥「コンクリート構造物の強度低下」

現時点 運転開始後60年目

鉄筋

中性化領域

中性化の進行を予測

評価対象のコンクリート構造物

内部コンクリート

原子炉補助建屋

原子炉建屋

タービン建屋

取水槽
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劣化状況評価 ⑦「耐震安全性評価」

＜主な確認結果＞
評価の結果、流れ加速型腐食を考慮しても耐震上の許容応力を下回ること、地震時に動的機能が要求される機器（主
蒸気逃し弁等）の動的機能が維持されること、地震時の制御棒挿入性の評価等の耐震安全性評価項目についても、要
求事項を満足したこと

＜主な要求事項＞
・これまでに評価した各種経年劣化事象を考慮した耐震評価の結果、耐震上の設計許容値を下回ること
・弁やポンプなど動的機能が要求される機器に対して、劣化を考慮しても、地震時に確認済み加速度以下であること
・劣化を考慮した燃料集合体の耐震評価の結果、地震時の制御棒挿入時間が規定時間以下であること

• 炭素鋼配管のエルボ部、配管径変化部等の内部の流体が偏流する部位で、
流速、温度条件等により配管の腐食が発生する。

配管のエルボ部

配管径変化部
配管減肉の発生

評価の一例：流れ加速型腐食
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劣化状況評価 ⑦「耐津波安全性評価」

＜主な要求事項＞
経年劣化事象を考慮した機器・構造物について、津波時に発生する応力等を評価した結果、許容限界を下回ること

川内原子力発電所の耐津波安全性評価対象設備

＜主な確認結果＞

耐津波安全上着目すべき経年劣化事象を考慮した上で、構造強度及び止水性に影響がある機器・構造物を抽出した結
果、計測制御設備（取水ピット水位等）の基礎ボルトが抽出され、応力評価の結果、発生応力が許容応力を下回ったこと
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施設管理に関する方針

No １号炉 施設管理に関する方針

１
原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化については、今後の原子炉の運転サイク
ル・照射量を勘案して第6回監視試験を実施する

２
原子炉容器等の疲労割れについては、実績過度回数の確認を継続的に実施し、運転開始
後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する

＜主な要求事項＞
劣化状況評価の結果、現状の施設管理に追加すべき項目が長期施設管理方針として定められていること

＜主な確認結果＞

劣化状況評価の結果において施設管理に関する方針を定めるとした項目が、長期施設管理方針として適切に定められ
ていること

No ２号炉 施設管理に関する方針

１
原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化については、今後の原子炉の運転サイク
ル・照射量を勘案して第5回監視試験を実施する

２
原子炉容器等の疲労割れについては、実績過度回数の確認を継続的に実施し、運転開始
後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する
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運転期間延長認可後の対応

事業者は、運転期間延長認可取得後においても、長期施設管
理方針が定められた保安規定に基づき、施設管理を実施する
ことをはじめ、原子炉施設が技術基準に適合するよう、継続的
な施設管理業務を適切に実施することが重要。

○

原子力規制委員会は、事業者の施設管理の実施の状況につ
いて、原子力規制検査をはじめとする各種検査等で厳正に確
認していく。

○
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新制度（長期施設管理計画の認可制度）への移行

「運転期間延長認可制度」及び「高経年化技術評価制度（保安
規定変更認可）」は、令和７年６月６日に本格施行される脱炭
素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電
気事業法等の一部を改正する法律（GX脱炭素電源法）により、
新制度（長期施設管理計画の認可制度）に移行する。

令和７年６月６日以降引き続き運転をしようとする場合は、改
正法の本格施行までの経過措置期間中に、新制度での認可
を受ける必要がある。

○

事業者は、経過措置期間中に、新制度である長期施設管理計
画への移行の申請を行うと予想され、申請に対し、原子力規
制委員会は厳正に審査を行っていく。

○

○



参考
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運転期間延長認可制度に係る現行法令

◆原子炉等規制法（抄）
（運転の期間等）
第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原
子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。

２ 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができる。
５ 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化
の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員
会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

◆実用炉規則（抄）
（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請）
第百十三条 法第四十三条の三の三十二第四項の規定により同条第一項 の発電用原子炉を運転することができる期間の延
長について認可を受けようとする者は、当該期間の満了前一年以上一年三月以内に次に掲げる事項を記載した申請書を原子力
規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 発電用原子炉を運転することができる期間の延長に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三 発電用原子炉を運転することができる期間の延長の対象となる発電用原子炉の名称
四 延長しようとする期間
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検の結果を記載した書類
二 延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術的な評価の結果を記載し
た書類
三 延長しようとする期間における原子炉その他の設備についての保守管理に関する方針を記載した書類

（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の基準）
第百十四条 法第四十三条の三の三十二第五項の原子力規制委員会規則で定める基準は、延長しようとする期間において、
原子炉その他の設備が延長しようとする期間の運転に伴う劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基準に適合するものとす
る。
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高経年化対策制度に係る現行法令

◆原子炉等規制法（抄）
（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）
第四十三条の三の二十二 発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
保安のために必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を講じなければならない。
一 発電用原子炉施設の保全

◆実用炉規則（抄）
（発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価）
第八十二条
２ 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十年を経過した
発電用原子炉（法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けたものに限る。）に係る発電用原子炉施設に
ついて、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに、安全上重要な機器等並びに前項各号に掲げ
る機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、法第四十三条の三の三十二第
二項の規定による認可を受けた延長する期間が満了する日までの期間において実施すべき当該発電用原子炉施設につ
いての保守管理に関する方針を策定しなければならない。

（保安規定）
第九十二条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようと
する工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を提出しなければならな
い。
二十五 発電用原子炉施設の保守管理に関すること（溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関すること並び
に経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期保守管理方針を含む。）。
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高経年化原子炉の安全性を確保するための制度


